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○
農
林
水
産
省
令
第
四
十
八
号

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四

条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
農
業
者
等
が
実
施
す
る
農
業
改
良
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
八
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

鴨
下

一
郎

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
農
業
者

等
が
実
施
す
る
農
業
改
良
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
省
令

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
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（
農
業
改
良
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
）

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
農
業
者
等
が
実
施
す
る
農
業
改
良
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一

農
業
経
営
に
必
要
な
施
設
の
設
置

二

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
中
小
企
業
者
と
連
携
し
て
認
定
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
農
業
者
等
（
当
該
農

業
者
等
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
農
業
者
の
う
ち
、
当
該
認
定
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実

施
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
連
携
農
業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
生
産
す
る
農
畜
産
物
又
は
そ
の
加
工
品
（
次
号

に
お
い
て
「
農
畜
産
物
等
」
と
い
う
。
）
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
相
当
程
度
使
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
加
工
の
用

に
供
す
る
施
設
の
改
良
、
造
成
又
は
取
得
（
以
下
「
改
良
等
」
と
い
う
。
）

三

連
携
農
業
者
等
の
生
産
す
る
農
畜
産
物
等
を
相
当
程
度
販
売
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
販
売
の
用
に
供
す
る
施
設
の
改

良
等

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
林
業
従
事
者
等
が
実
施
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
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は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

林
業
経
営
又
は
木
材
産
業
経
営
に
必
要
な
施
設
の
設
置
又
は
立
木
の
取
得

二

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
中
小
企
業
者
と
連
携
し
て
認
定
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
林
業
従
事
者
等
（
当

該
林
業
従
事
者
等
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
林
業
従
事
者
等
の
う
ち
、
当
該
認
定
農
商
工

等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
「
連
携
林
業
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
の
生
産
す
る
林
産
物
を
原

料
又
は
材
料
と
し
て
相
当
程
度
使
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
加
工
の
用
に
供
す
る
施
設
の
改
良
等

三

連
携
林
業
従
事
者
等
の
生
産
す
る
林
産
物
を
相
当
程
度
販
売
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
販
売
の
用
に
供
す
る
施
設
の
改

良
等

（
近
代
的
な
漁
業
技
術
そ
の
他
合
理
的
な
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
実
施
す
る
近
代
的
な
漁
業
技
術
そ
の
他
合
理
的
な
漁
業
生
産

方
式
の
導
入
（
当
該
漁
業
技
術
又
は
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
と
併
せ
行
う
水
産
物
の
合
理
的
な
加
工
方
式
の
導
入
を
含

む
。
）
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
操
だ
装
置
そ
の
他
の
操
船
作
業
を
省
力
化
す
る
た
め
の
機
器
、
設
備
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
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の
設
置

二

動
力
式
つ
り
機
そ
の
他
の
漁
ろ
う
作
業
を
省
力
化
す
る
た
め
の
機
器
等
の
設
置

三

前
二
号
に
規
定
す
る
機
器
等
を
駆
動
し
、
又
は
作
動
さ
せ
る
た
め
の
補
機
関
そ
の
他
の
機
器
等
の
設
置

四

推
進
機
関
そ
の
他
の
漁
船
に
設
置
さ
れ
る
機
器
等
で
あ
っ
て
、
通
常
の
型
式
の
も
の
又
は
通
常
の
方
式
に
よ
る
も
の
と

比
較
し
て
燃
料
油
の
消
費
が
節
減
さ
れ
る
も
の
の
設
置

五

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
種
類
に
属
す
る
水
産
動
植

物
の
養
殖
の
技
術
（
以
下
「
養
殖
技
術
」
と
い
う
。
）
又
は
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
養
殖
技
術
を
導
入
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
養
殖
技
術
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
機
器
等
（
資
材
を
含
む
。
）
の

購
入
又
は
設
置

六

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
水
産
資
源
の
管
理
に
関
す
る
取
決
め
を
締
結
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
水

産
資
源
を
合
理
的
か
つ
総
合
的
に
利
用
す
る
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
（
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
と
併
せ
行
う
水
産
物

の
合
理
的
な
加
工
方
式
の
導
入
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
生
産
方

式
の
導
入
を
支
援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
機
器
等
の
購
入
又
は
設
置
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七

沿
岸
漁
業
従
事
者
等
が
漁
場
の
保
全
に
関
す
る
取
決
め
を
締
結
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
養
殖
業

の
生
産
行
程
を
総
合
的
に
改
善
す
る
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
生
産
方
式
の
導
入
を
支

援
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
沿
岸
漁
業
経
営
に
必
要
な
機
器
等
（
資
材
を
含
む
。
）
の
購
入
又
は
設
置

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
七
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


